
 

『令和３年度税制改正大綱(12) 固定資産税他軽減措置を継続』 
 

 資産課税関連では、固定資産税等で以下の見直しや延長が行われる。 

 【固定資産税等】〇宅地等及び農地の負担調整措置については、令和３～５年度の間、一連の下落

修正措置や条例減額制度等を含め、現行の仕組みが継続される。〇令和３年度に限り、次の措置が講

じられる。１）宅地等（商業地等は負担水準＜６０％の土地、宅地等は負担水準＜１００％の土地）及び農

地（負担水準＜１００％の土地）について、課税標準額を令和２年度と同額とする。２）令和２年度に条例

減額制度の適用を受けた土地に、所要の措置を講じる。〇これらの改正に伴い、都市計画税の負担調

整措置でも所要の改正が行われる。 

 【登録免許税】〇次の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が２年延長される。１）

土地の売買による所有権の移転登記等 ２）信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等 〇相続に係

る所有権の移転登記に対する免税措置について、表題部所有者の相続人が受け

る土地の所有権の保存登記を加え、期限が１年延長される。 

 【不動産取得税】次の軽減措置の期限が３年延長される。〇宅地評価土地の取得

に係る課税標準を価額の２分の１とする特例〇住宅及び土地の取得に係る標準

税率（本則４％）を３％とする特例 
   

 

 『パート等への社会保険適用拡大 厚労省が特設サイトを開設』 

 
 ２０２２年１０月から段階的にパート・アルバイトの社会保険の義務的適用が拡大される。すでに２０１６

年１０月から、従業員数５０１人以上の企業で週の所定労働時間数が２０時間以上の者で賃金の月額が

８．８万円以上あり、１年以上継続して雇用される見込みである者（学生を除く）は社会保険の義務的適

用対象となっている。２０２２年１０月からは従業員数１０１人～５００人の企業に適用範囲が広がる。 

 厚生労働省は、社会保険の適用拡大に関する特設サイトを開設し、早めの情報発信を開始した。同サ

イトでは社内準備を４つのステップにわけて解説している。「加入対象者の把握」、「社内周知」、「従業員

とのコミュニケーション」、「書類の作成・届出」のステップごとにやるべきことが具体的に記されている。 

 「加入者の把握」に関しては、労働時間、賃金額、雇用見込期間などをチェックして職場の誰が対象と

なるかわかるようになっている。また、企業として関心が高いであろう社会保険料の事

業主負担分の「かんたんシミュレーター」も設置されているので、社会保険の加入対

象となる人数や対象者の平均給与月額、年間賞与額等を入力すると、おおよその事

業主負担額がわかるようになっている。 
  

 
 出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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